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は じ め に  

 

本 市 は 、 分 権 型 社 会 に ふ さ わ し い 県 北 の 中 核 的 な 自 立 都 市 を 目 指

す た め 、平 成 19 年 3 月 に「 深 谷 市 行 財 政 改 革 大 綱 」及 び「 深 谷 市 行

財 政 改 革 推 進 計 画 」 を 策 定 し ま し た 。 そ の 推 進 施 策 に お い て 、 使 用

料 ・ 手 数 料 を 受 益 の 度 合 い に 応 じ た 適 正 な 水 準 と す る こ と と し て お

り 、「 使 用 料 ・ 手 数 料 の 適 正 化 」 を 継 続 的 に 推 進 し て い ま す 。  

 

１  指 針 策 定 の 目 的  

  

 使 用 料 と は 、 地 方 自 治 法 第 225 条 に 基 づ き 、 地 方 公 共 団 体 の 行 政

財 産 の 使 用 又 は 公 の 施 設 の 利 用 の 対 価 と し て 、 そ の 使 用 者 又 は 利 用

者 か ら 徴 収 す る 金 銭 の こ と で 、道 路・河 川 占 用 料・公 営 住 宅 使 用 料 、

ホ ー ル ・ 公 民 館 ・ 体 育 館 施 設 等 使 用 料 が あ り ま す 。 公 の 施 設 に は 、

地 方 公 営 企 業 の 適 用 を 受 け る 下 水 道 等 の 事 業 も 含 ま れ 、 こ れ ら の 公

営 企 業 に お い て 徴 収 さ れ る 料 金 も 使 用 料 で す 。  

 手 数 料 と は 、 地 方 自 治 法 第 227 条 に 基 づ き 、 特 定 の 者 の た め に 行

う 役 務 の 提 供 に 対 し て 、 そ の 事 務 に 要 す る 費 用 又 は 報 酬 と し て 徴 収

す る 金 銭 の こ と で 、 戸 籍 謄 本 交 付 手 数 料 、 住 民 票 の 写 し の 交 付 手 数

料 、 各 種 証 明 手 数 料 等 が あ り ま す 。  

 使 用 料 及 び 手 数 料 は 、 地 方 自 治 法 第 228 条 に 基 づ き 、 条 例 で 定 め

な け れ ば な ら な い と さ れ て い る こ と か ら 、 手 数 料 条 例 、 各 種 施 設 の

設 置 条 例 等 に よ り そ の 額 を 定 め て 徴 収 し て い ま す 。 い ず れ も 受 益 者

負 担 の 原 則 に 立 つ も の で す が 、 広 範 な 減 額 ・ 免 除 規 定 が あ る こ と か

ら 、 施 設 の 維 持 経 費 や 事 務 経 費 に 対 す る 収 入 の 割 合 が 低 く 、 税 金 等

に よ り そ の 不 足 分 が 賄 わ れ て お り 、 結 果 的 に 利 用 し な い 方 に も 負 担

を し て い た だ い て い る こ と に な り ま す 。  

 そ こ で 、 本 指 針 は 使 用 料 ・ 手 数 料 を 受 益 者 負 担 の 原 則 に 基 づ い た

適 正 な 額 に 見 直 し 、 利 用 す る 方 と 利 用 し な い 方 の 負 担 の 公 平 性 を 確

保 す る た め の 方 針 を 示 す こ と に よ り 、 財 政 運 営 の 健 全 性 と 行 政 サ ー

ビ ス 水 準 の 確 保 を 図 る こ と を 目 的 と し ま す 。  
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２  指 針 の 対 象 と な る 使 用 料 ・ 手 数 料  

 

（ １ ） 使 用 料  設 置 条 例 に お い て 定 め ら れ て い る 公 の 施 設 の 使 用 料  

 

（ ２ ） 手 数 料  深 谷 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 18 年 条 例 第 74 号 ） 第 2 

条 別 表 に 掲 げ る 手 数 料  

 

※ １  た だ し 、 次 に 掲 げ る 理 由 等 に よ り 、 指 針 に よ り が た い も の を

除 き ま す 。  

適  

用  

除  

外  

・国 及 び 県 の 上 位 法 等 の 規 定 に よ り 、金 額 又 は 算 定 方 法 が 定 め ら

れ て い る も の  

・ 行 政 財 産 使 用 料 条 例 を 根 拠 と し て 使 用 料 等 を 定 め て い る も の  

・ 県 内 統 一 料 金 等 の 申 し 合 わ せ の あ る も の  

・ 施 設 の 特 殊 性 か ら 別 に 定 め る こ と が 適 当 で あ る も の  

※ ２  新 規 の 施 設 や 手 数 料 な ど 、 各 施 設 の 設 置 条 例 、 深 谷 市 手 数 料

条 例 に そ れ ぞ れ 定 め が な い 場 合 で あ っ て も 、 上 記 適 用 除 外 に

該 当 し な い も の に つ い て は 、 本 指 針 の 対 象 と し 、 適 宜 本 指 針

に 沿 っ た 手 続 き を 行 う も の と し ま す 。  

 

３  適 正 化 の 基 準  

 

 受 益 者 負 担 の 原 則 を 徹 底 す る た め 、 使 用 料 ・ 手 数 料 の 適 正 化 の 基

準 は 次 の と お り と し ま す 。  

 

基 準 １  算 定 方 法 の 明 確 化  

 社 会 情 勢 の 変 化 に 応 じ た 原 価 算 定 方 式 に よ る 明 確 な 料 金 算 定 基 準

や 、 統 一 し た 減 免 基 準 な ど を 設 定 し 、 市 民 の 理 解 と 協 力 を 得 な が ら

使 用 料 ・ 手 数 料 の 適 正 化 を 図 り ま す 。  

 

基 準 ２  減 額 ・ 免 除 基 準 の 整 理 ・ 統 一 化  

 利 用 者 の 応 分 の 負 担 と 、 非 利 用 者 と の 公 平 性 を 確 保 す る た め 、 使
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用 料 ・ 手 数 料 の 減 免 の 範 囲 を 極 力 限 定 し た 上 で 、 基 準 の 整 理 と 施 設

間 で の 減 免 の 考 え 方 の 統 一 化 を 図 り ま す 。  

 

基 準 ３  定 期 的 な 見 直 し の 実 施  

 使 用 料 ・ 手 数 料 の 額 に つ い て は 、 社 会 情 勢 の 変 化 に 応 じ た 行 政 サ

ー ビ ス 内 容 、 公 の 施 設 の あ り 方 等 を 勘 案 し た 上 で 、 定 期 的 な 見 直 し

を 行 い ま す 。  

 

４  使 用 料 に つ い て  

 

（ １ ） 使 用 料 の 算 定 方 法  

  使 用 料 は 、 原 則 と し て 次 の 算 定 式 に よ り 決 定 さ れ ま す 。  

  使 用 料  ＝  原  価  × 性 質 別 負 担 割 合  

 

（ ２ ） 原 価 計 算  

  ア  原 価 算 入 対 象 項 目  

   公 の 施 設 の 建 設 ・ 維 持 管 理 ・ 運 営 な ど の 行 政 サ ー ビ ス に 係 る

経 費 に は 、 人 件 費 、 光 熱 費 、 施 設 ・ 設 備 の 保 守 費 や 修 繕 費 な ど

の 「 ラ ン ニ ン グ コ ス ト 」 と 、 施 設 の 建 設 や シ ス テ ム 導 入 な ど の

「 イ ニ シ ャ ル コ ス ト 」 が あ り ま す 。  
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項 目  説   明  

 

 

 

 

ラ

ン

ニ

ン

グ

コ

ス

ト  

人

件

費  

 使 用 申 請 の 受 付 、 許 可 書 ・ 証 明 書 等 の 交 付 、 使 用 料 ・ 手 数 料

の 徴 収 、各 種 保 守 契 約 な ど サ ー ビ ス 提 供 及 び 施 設 の 維 持 管 理 等

に 従 事 し て い る 職 員 数 に 平 均 給 与 単 価 （ 給 料 、 手 当 、 共 済 費 、

災 害 補 償 費 ） を 乗 じ た 額 、 施 設 の 維 持 管 理 に 関 す る 報 酬  

物  

 

件  

 

費  

賃  金  臨 時 職 員 に 係 る も の（ 使 用 者 負 担 の 社 会 保 険 料 含 む ）

需 用 費  

消 耗 品 費  維 持 管 理 に 係 る も の  

燃 料 費  施 設 運 営 に 係 る も の  

印 刷 製 本 費  施 設 運 営 に 係 る も の  

光 熱 水 費  施 設 運 営 に 係 る も の  

修 繕 料  施 設 ・ 備 品 維 持 に 係 る も の  

役 務 費  

通 信 運 搬 費  施 設 運 営 に 係 る も の  

手 数 料  施 設 ・ 備 品 維 持 に 係 る も の  

保 険 料  建 物 に 係 る も の  

委 託 料  清 掃 、 警 備 、 保 守 点 検 な ど す べ て  

使 用 料 及 び

賃 借 料  
機 器 リ ー ス 等 に 係 る も の  

工 事 請 負 費  維 持 補 修 に 限 る（ 資 産 価 値 を 上 げ る も の を 除 く ）

原 材 料 費  施 設 維 持 等 に 係 る も の  

備 品 購 入 費  施 設 運 営 等 に 係 る も の  

 

減 価 償 却 費  
建 物 、 付 属 設 備 等 、 公 の 施 設 の 建 設 （ 取 得 ） に

要 し た 経 費 を 施 設 の 耐 用 年 数 で 除 し た 額 。  

 

（ ２ ） 原 価 の 算 定 方 法  

原 価 は 、 原 則 と し て 次 の 算 定 式 に よ り 決 定 さ れ ま す 。  

① ラ ン ニ ン グ コ ス ト  

 

 

 

 

注 １ ） 物 件 費 は 、 大 規 模 修 繕 費 、 高 額 備 品 購 入 費 を 除 く 。  
注 ２ ）空 調 等 別 途 使 用 料 を 徴 収 す る も の に つ い て は 、そ の 経 費 部 分 は 原 価
算 定 の 対 象 か ら 除 外 す る 。  

イ

ニ

シ

ャ

ル 

コ

ス

ト 
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① ラ ン ニ ン グ コ ス ト  

ラ ン ニ ン グ コ ス ト の 算 出 は 、 原 価 算 定 対 象 経 費 の 決 算 額 を 基 本 と

し 、 改 定 後 の 使 用 料 ・ 手 数 料 が 適 用 さ れ る 日 に 予 定 さ れ て い る 制 度

改 正 、 例 え ば 消 費 税 率 の 引 き 上 げ に よ る 経 費 増 な ど は 、 原 価 に 反 映

さ せ て い く も の と し ま す 。  

 

② イ ニ シ ャ ル コ ス ト  

 イ ニ シ ャ ル コ ス ト の 算 出 は 、算 出 時 点 で の 公 の 施 設 の 建 設（ 取 得 ）

に 要 し た 経 費 等 を 施 設 等 の 耐 用 年 数 で 除 し た 額 （ ＝ 減 価 償 却 費 相 当

額 ） と し ま す 。  

 な お 、 原 価 の 算 定 に あ た っ て は 、 基 本 的 に イ ニ シ ャ ル コ ス ト を 含

め る こ と と し ま す が 、 市 民 が 施 設 の 設 置 目 的 の 範 囲 内 で 利 用 を す る

場 合 に は 、 イ ニ シ ャ ル コ ス ト を 公 費 負 担 の 対 象 と し 、 原 価 に 含 め な

い こ と と し ま す 。  

 従 っ て 基 本 的 な 使 用 料 の 算 定 は 以 下 の 方 式 に よ る も の と し ま す 。  

 

【 原 価 算 出 に 用 い る 経 費 】  

 個 人 ・ 団 体 等 （ 営 業 行 為 を 除 く ） 個 人 ・ 団 体 等 （ 営 業 行 為 ）  

市 内  ラ ン ニ ン グ コ ス ト の み  フ ル コ ス ト （ ｲﾆ ｼ ｬ ﾙ＋ ﾗ ﾝ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ）  

市 外  フ ル コ ス ト （ ｲﾆ ｼ ｬ ﾙ＋ ﾗ ﾝ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ）  フ ル コ ス ト （ ｲﾆ ｼ ｬ ﾙ＋ ﾗ ﾝ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ）  

な お 、 そ れ ぞ れ 原 則 過 去 ３ 年 間 の 平 均 に 基 づ き 算 出 し ま す 。  

 

【 原 価 の 算 出 式 】  

（ ア ） 会 議 室 等 の 1 室 当 た り の 原 価 （ 1 時 間 ）  

  原 価  ＝  （ 原 価 算 出 に 用 い る 経 費 ）  ÷ 使 用 可 能 面 積  ÷ 

年 間 使 用 可 能 時 間  × 貸 出 面 積  ÷ 稼 働 率  

（ イ ） グ ラ ウ ン ド 、 テ ニ ス コ ー ト 等 の 一 面 当 た り の 原 価 (１ 時 間 ) 

    原 価  ＝  （ 原 価 算 出 に 用 い る 経 費 ）  ÷ 年 間 使 用 可 能

時 間  ÷  稼 働 率  

 

（ ウ ） 個 人 利 用 施 設 の 1 人 当 た り の 原 価 （ 1 日 ）  

    原 価  ＝  （ 原 価 算 出 に 用 い る 経 費 ） ÷年 間 延 べ 利 用 人 数  
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（ ３ ） 性 質 別 負 担 割 合  

 市 の 公 共 施 設 は 、 道 路 、 公 園 等 の 市 民 の 日 常 生 活 に 必 要 で 、 市 場

原 理 に よ っ て は 提 供 さ れ に く い 施 設 か ら 、 市 民 プ ー ル や テ ニ ス コ ー

ト な ど の よ う に 特 定 の 市 民 が 利 益 を 享 受 し 、 民 間 に お い て も 類 似 の

施 設 が 存 在 す る も の ま で 多 岐 に わ た っ て い ま す 。 こ の た め 、 一 律 の

受 益 者 負 担 の 原 則 だ け で は 料 金 を 設 定 す る こ と は 困 難 で す 。  

そ こ で 、 同 一 の 機 能 を 持 つ 施 設 を 一 つ の グ ル ー プ に 分 類 し 、 そ の 分

類 ご と に 「 公 費 負 担 」 と 「 受 益 者 負 担 」 の 割 合 を 設 定 し た も の が 、

性 質 別 負 担 割 合 で す 。  

 

ア  施 設 分 類 の 考 え 方  

  施 設 の 性 質 に つ い て は 、 公 共 性 の 強 さ や 日 常 生 活 上 の 必 要 性 、

民 間 に お い て 提 供 さ れ て い る も の で あ る か ど う か な ど ２ つ の 基 準

を 組 み 合 わ せ て 分 類 し ま す 。  

  

【 施 設 が 必 需 的 な も の か 、 選 択 的 な も の か 】  

○ 必 需 的 施 設  

 日 常 生 活 を 営 む 上 で 、 ほ と ん ど の 市 民 が 必 要 と す る サ ー ビ ス を 提

供 す る 施 設  

○ 選 択 的 施 設  

 生 活 や 余 暇 を よ り 快 適 で 豊 か な も の と す る た め 、 特 定 の 市 民 に サ

ー ビ ス を 提 供 す る 施 設  

 

【 施 設 に 市 場 代 替 性 が あ る か 否 か 】  

 ○ 市 場 的 施 設  

  民 間 で も 提 供 さ れ て お り 、 行 政 と 民 間 と が 競 合 す る 施 設  

 ○ 非 市 場 的 施 設  

  民 間 で は 提 供 さ れ に く く 、 主 と し て 行 政 が 提 供 す る 施 設  

 

イ  施 設 の 性 質 別 分 類  

 ○ 第 １ 分 類 ＜ 必 需 的 ・ 非 市 場 的 施 設 ＞  基 本 的 に コ ス ト は 公 費 で

負 担  
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  【 例 】 道 路 、 公 園 、 学 校 施 設 、 図 書 館 な ど  

   

○ 第 ２ 分 類 ＜ 選 択 的 ・ 非 市 場 的 施 設 ＞  コ ス ト は 公 費 と 受 益 者 が

負 担  

  【 例 】 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 、 老 人 福 祉 セ ン タ ー 、 文 化 会 館 、

体 育 館 な ど   

   

 ○ 第 ３ 分 類 ＜ 選 択 的 ・ 市 場 的 施 設 ＞  基 本 的 に コ ス ト は 受 益 者 が

負 担  

  【 例 】 テ ニ ス コ ー ト 、 プ ー ル   

 

 ○ 第 ４ 分 類 ＜ 必 需 的 ・ 市 場 的 施 設 ＞  コ ス ト は 公 費 と 受 益 者 が 負    

 担  

  【 例 】 市 立 保 育 園 、 市 営 住 宅 な ど   

 

公 費 負 担 と 受 益 者 負 担 の 割 合  

  性 質 別 分 類 に お け る 公 費 と 受 益 者 の 負 担 割 合 は 、 下 図 の と お り

と し ま す 。  

非市場的

（第２分類） （第１分類）

公費負担 50% 公費負担 100%
受益者負担 50% 受益者負担 0%

公費負担 0% 公費負担 50%
受益者負担 100% 受益者負担 50%

（第３分類） （第４分類）

市場的

選択的 必需的

 

 

（ ４ ） 減 額 ・ 免 除 の 基 準  

 減 額 ・ 免 除 に 関 し 、 公 平 性 ・ 公 正 性 を 確 保 す る た め 、 で き る だ け

多 く の 施 設 で 共 通 の 対 応 と な る よ う 「 基 準 の 統 一 」 を 図 り ま す 。 た
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だ し 、基 準 の 統 一 が 困 難 な 施 設 に つ い て は 、「 負 担 の 公 平 性 」、「 施 設

の 設 置 目 的 と 利 用 者 と の 関 係 」 な ど を 十 分 考 慮 し て 、 施 設 ご と に 減

額 ・ 免 除 の 取 り 扱 い を 定 め ま す 。  

 

ア  団 体 利 用 施 設 の 場 合  

   免 除 の 基 準 （ 減 額 の 基 準 は あ り ま せ ん ）  

  （ ア ） 市 （ 市 が 設 置 す る 付 属 機 関 等 も 含 む ） が 主 催 す る 事 業 に

使 用 す る 場 合  

         

イ  個 人 利 用 施 設 の 場 合  

   免 除 の 基 準  

（ ア ） ７ ５ 歳 以 上 の か た  

（ イ ） 身 体 障 害 者 手 帳 の １ 、 ２ 級 、 療 育 手 帳 Ⓐ 、 Ａ 、 精 神 保 健

福 祉 手 帳 の １ 級  

（ ウ ）（ イ ） の か た 1 人 に つ き 、 介 助 人 １ 人  

（ エ ） 未 就 学 児  

   

減 額 の 基 準 （ ５ ０ ％ 減 額 ）  

  （ ア ） 身 体 障 害 者 手 帳 の ３ ～ ６ 級 、 療 育 手 帳 Ｂ 、 Ｃ 、 精 神 保 健

福 祉 手 帳 の ２ 、 ３ 級  

   

（ ５ ） 使 用 料 の 単 位  

 算 定 し た 使 用 料 の 端 数 処 理 は 、 次 の と お り と し ま す 。  

ア  １ ，０ ０ ０ 円 未 満 の 場 合    ５ ０ 円 単 位 の 金 額 と し ま す 。 

イ  １ ，０ ０ ０ 円 以 上 の 場 合   １ ０ ０ 円 単 位 の 金 額 と し ま す 。 

 

（ ６ ） 付 帯 設 備 の 使 用 料  

 各 施 設 に お い て 検 証 の 上 、 使 用 料 算 出 方 法 に 準 じ 、 適 正 な 額 を 設

定 す る こ と と し ま す 。  

 

（ ７ ） 市 外 料 金 等 の 設 定  

 受 益 と 負 担 の 公 平 性 、 市 民 利 用 が 基 本 で あ り 、 施 設 の 利 用 者 の 状
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況 を 判 断 し 、 市 外 利 用 者 等 に つ い て 、 使 用 料 に 区 分 を 設 定 し ま す 。  

  

ア  市 外 利 用 者 の 利 用 に つ い て は 、 フ ル コ ス ト で 算 出 し ま す 。

市 の 公 共 施 設 の 建 設 費 用 な ど の イ ニ シ ャ ル コ ス ト は 、 多 額 の

市 税 等 で 賄 っ て い る た め で す 。  

  ま た 、 こ の よ う な 観 点 か ら 、 施 設 の 利 用 は 市 民 の 利 用 が 基

本 と 考 え 、 市 外 利 用 者 に つ い て は 、 同 種 の 民 間 相 場 等 と の 均

衡 を 考 慮 し て 、 算 出 し た 額 に 上 乗 せ 料 金 設 定 で き る ほ か 、 施

設 の 利 用 状 況 等 を 勘 案 し 、 利 用 促 進 の 観 点 か ら そ の 上 乗 せ 幅

を 調 節 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  

 

 イ  営 業 行 為 と 認 め ら れ る 場 合 の 使 用 料 は 、 フ ル コ ス ト で 算 出

し ま す 。 な お 、 同 種 の 民 間 相 場 等 と の 均 衡 を 考 慮 し て 、 算 出

し た 額 に 上 乗 せ し て 料 金 設 定 す る こ と も 可 能 と し ま す 。  

  ※ 営 業 行 為 の 利 用 を す る 者 に 該 当 し 、 か つ 市 外 利 用 者 で あ る 者

に つ い て は 、 営 業 行 為 の 使 用 料 に 市 外 利 用 者 の 使 用 料 を 加 算

す る こ と と し ま す 。  

  ※ 市 外 利 用 に は 、 熊 谷 市 、 寄 居 町 及 び 児 玉 郡 市 と の 公 の 施 設 の

相 互 利 用 に 関 す る 協 定 書 に 基 づ く 利 用 は 含 み ま せ ん 。  

 

 

５  手 数 料 に つ い て  

 

（ １ ） 手 数 料 の 算 定 方 法  

 手 数 料 は 、 原 則 と し て 次 の 算 定 式 に よ り 決 定 さ れ ま す 。  

  手 数 料  ＝  原 価  × 受 益 者 負 担 割 合  

 

（ ２ ）  原 価 計 算  

  ア  原 価 算 入 対 象 項 目  

   人 件 費 、物 件 費（ ４ ．使 用 料 に つ い て（ ２ ）原 価 計 算 を 参 照 ） 

  イ  原 価 の 算 定 方 法  

原 価 は 、 原 則 と し て 次 の 算 定 式 に よ り 決 定 さ れ ま す 。  
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   原 価  ＝  １ 分 当 た り の 人 件 費  × 標 準 的 処 理 時 間 （ 分 ）

＋  （ 物 件 費  ÷ 年 間 処 理 件 数 ）  

 

（ ３ ）  受 益 者 負 担 割 合  

 手 数 料 は 、 特 定 の 者 の 利 益 の た め に 発 生 し た 事 務 に 係 る 経 費 で あ

る た め 、 受 益 者 負 担 割 合 は １ ０ ０ ％ と し ま す 。  

 

（ ４ ）  減 額 ・ 免 除 の 基 準  

 減 額 ・ 免 除 基 準 の 統 一 を 図 る た め 、 減 額 ・ 免 除 す る 範 囲 は 、 で き

る だ け 限 定 し ま す 。 な お 、 減 額 の 基 準 は あ り ま せ ん 。  

 

ア  免 除 の 基 準  

  ・ 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 行 政 目 的 に 必 要 な と き  

  ・ 法 令 等 の 規 定 に よ り 無 料 に 取 り 扱 う こ と と さ れ て い る と き  

 

 

（ ５ ）  手 数 料 の 単 位  

 算 定 し た 手 数 料 の 端 数 処 理 は 、 次 の と お り と し ま す 。  

ア  １ ０ ０ 円 未 満 の 場 合   １ ０ 円 単 位 の 金 額 と し ま す 。  

イ  １ ０ ０ 円 以 上 １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 場 合   ５ ０ 円 単 位 の 金

額 と し ま す 。  

ウ  １ ， ０ ０ ０ 円 以 上 １ 万 円 未 満 の 場 合   １ ０ ０ 円 単 位 の 金

額 と し ま す 。  

エ  １ 万 円 以 上 １ ０ 万 円 未 満 の 場 合   １ ， ０ ０ ０ 円 単 位 の 金

額 と し ま す 。  

オ  １ ０ 万 円 以 上 の 場 合 は 上 位 ３ 桁 ま で （ 上 位 ４ 桁 目 を 切 り 捨

て ） の 金 額 と し ま す 。  

 

６  定 期 的 な 見 直 し  

 

 受 益 と 負 担 の 公 平 性 を 確 保 し な が ら 、 公 共 施 設 の 運 営 改 善 と 行 政
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サ ー ビ ス の 改 善 を 目 指 す た め に 、 使 用 料 及 び 手 数 料 の 見 直 し は 、 原

則 と し て ５ 年 ご と に 実 施 し ま す 。 ま た 、 こ れ に 伴 う 指 定 管 理 に 係 る

見 直 し も 適 切 な 時 期 に 実 施 す る も の と し ま す 。  

 

７  改 定 額 の 上 限  

 

 算 定 の 結 果 、 現 行 額 の １ ． ５ 倍 を 超 え る と き は 、 住 民 生 活 へ の 影

響 を 考 慮 し 、 現 行 額 の １ ． ５ 倍 と し ま す 。 た だ し 、 現 行 の 負 担 額 よ

り 著 し く 増 大 す る 場 合 に は 、 近 隣 市 町 の 状 況 等 を 考 慮 し た う え で 、

料 金 を 定 め る こ と と し ま す 。（ 市 外 利 用 者 及 び 営 業 行 為 の 利 用 者 を 除

き ま す 。）  

 

８  そ の 他  

 

 各 施 設 や 手 数 料 を 所 管 す る 担 当 課 は 、 で き る か ぎ り 本 指 針 に 従 い

算 定 を 行 う も の と し ま す 。  

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 制 定  

平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日 一 部 改 正  

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ １ 日 一 部 改 正  

平 成 ３ ０ 年 7 月 ２ ７ 日 一 部 改 正  


